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第 1章 はじめに 

 

1-1. 計画策定の背景・目的  

 

下水道は私たちの日常生活に欠かせない社会インフラであり、公衆衛生の確保、生活環境の向

上、浸水被害の防止、また、資源・エネルギーの創出など多様な役割を担っています。 

その一方で、人口減少、節水意識の向上、節水型機器の普及等による有収水量・下水道使用料

の減少や、高度経済成長期以降、急速に整備が進められてきた下水道施設の老朽化に伴う改築・

更新需要の増大、大規模地震に備えた耐震化など、下水道を取り巻く経営環境は厳しさを増して

います。 

下水道事業を取り巻く環境が厳しさを増す中で、総務省は、将来にわたって安定的に必要な住

民サービスを提供していくことを目的として、公営企業会計の適用、中長期的な基本計画である

経営戦略の策定を地方公共団体へ要請しました。 

新座市公共下水道事業においては、供用開始以来、法定耐用年数である５０年を順次経過して

きており、今後、施設の老朽化や人口減少に伴う使用料収入の減少等、厳しい経営環境となるこ

とが見込まれます。 

公営企業は独立採算制を原則とし、効率的な経営のもと適正な料金体系で健全な経営に努め

る必要があり、本市では、令和２年度から公共下水道事業に地方公営企業法を適用（一部適用）

し、公営企業会計を導入することとなりました。 

そのような環境下、本市では平成３１年２月に「新座市公共下水道事業経営戦略」を策定し、

令和５年２月に経営環境の変化を踏まえ改定を行い、経営基盤の強化と財政マネジメントの向

上の実現を目指した事業運営を行ってきました。 

本経営戦略は下水道事業を取り巻く経営環境の変化と計画内容等を見直し、さらなる下水道

事業の健全化と経営基盤の強化を図るため、この度、経営戦略の見直し・改定を行うものです。 
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1-2. 本経営戦略の位置付け 

 

本経営戦略は、「第５次新座市総合計画」に掲げた下水道に関する施策を推進するとともに、

「新座市公共下水道ストックマネジメント計画」等の各種計画との整合を図っております。 

また、「新座市公共下水道事業整備計画」を本投資計画の基礎としております。 

 

図 1-1 新座市における公共下水道事業経営戦略の位置付け 

 

1-3. 計画の期間 

 

本経営戦略は、中長期的な経営の基本計画であることから、令和８年度（2026 年度）から令

和１７年度（2035年度）までの１０年間を計画期間とし、さらなる経営基盤の強化を図ります。 

ただし、主要事項に変更が生じた場合には、適宜改定していくものとします。 
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第２章 事業概要 

 

2-1. 新座市公共下水道事業の概要 

 

本市の公共下水道事業（広義）は、公共下水道事業（狭義）と特定環境保全公共下水道事業に

より構成されております。 

生活環境の向上と河川等の公共用水域の水質保全を図るため、荒川右岸流域関連公共下水道

として、昭和４９年度に公共下水道事業認可を受け事業に着手し、公共下水道事業（狭義）は昭

和５７年８月に、特定環境保全公共下水道事業は平成３年３月に供用を開始しました。 

流域関連公共下水道とは、市単独の処理場を持たず、複数の市町村の下水道（汚水）を都道府

県が管理する流域下水道に接続して、１か所に集めて処理する方法をとるものです。荒川右岸流

域下水道関連市町は、新座市のほか川越市、所沢市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、

富士見市、ふじみ野市、三芳町、川島町、吉見町の１０市３町からなり、汚水は和光市の終末処

理場（新河岸川水循環センター）で処理されます。また、流域下水道の維持管理に要する経費は、

維持管理負担金として関係市町が負担しております。 
 

表 2-1 施設の状況 

 
 

表 2-2 荒川右岸流域の汚水処理人口普及率状況（令和６年度末） 

 

    （出典）埼玉県ホームページ 

※１…行政人口及び処理人口には、単独公共分を含まない。 
※ 汚水処理人口普及率とは、市の人口（行政人口）に対して、公共下水道に汚水を流せるようになった区域内の人

口（処理区域内人口）の割合をいい、下水道施設の整備進捗状況を表す指標である。 
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2-2. 下水道使用料の概要 

 

本市の下水道使用料は、基本使用料と従量使用料からなる二部使用料制を採用しており、従量

使用料は、使用水量が多いほど高い単価設定となる累進使用料制を採用しています。 

下水道使用料は、下水道施設が常に正常な働きを保つための清掃や修繕などの維持管理費や

企業債利子などの汚水処理に係る費用に充当されています。汚水排除量は原則、水道の使用水量

に基づいて算定します。 

公共下水道の使用開始後、今日に至るまで複数回の使用料改定を実施しております。現行の使

用料は、老朽化する施設の修繕費用、埼玉県へ支払う流域下水道維持管理負担金の増額改定とい

った維持管理費の増加や節水型機器の普及による使用水量の減少に伴う使用料収入の減少が見

込まれたことから、令和７年７月に改定したものとなっております。 

 

表 2-3 下水道使用料体系表（１か月あたり・税抜き） 

 

2-3. 組織 

 

令和７年１０月１日の職員数は１９名となっています。 

１９名のうち、２名は一般会計で人件費の費用負担をしています。 

 

図 2-1 組織 
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2-4. 民間活力の活用等 

 

⑴ 民間活用の状況 

 ① 民間委託 

本市では、マンホールポンプ保守点検、水質検査、管渠清掃、水門施設保守点検、下水道

台帳更新作成等を民間委託しており、常時配置人員の削減、機材の調達コスト縮減、民間事

業者の管理技術の導入等を実現しています。 

また、下水道使用料は、原則、水道の使用水量に基づいて算定していることから、昭和  

５９年度から下水道使用料の徴収事務等について、水道事業に委託し、事務の効率化を図っ

ています。さらに、平成３０年度から水道事業において、徴収事務等を民間業者に委託し、

更なる効率化に努めております。 

 ② 指定管理者制度 

   現在、指定管理者制度の活用した取組はありません。 

 ③ ＰＰＰ・ＰＦＩ 

   現在、ＰＰＰ・ＰＦＩ制度の活用した取組はありません。 

   今後、導入の可能性の調査・研究を進めてまいります。 

 ④ その他 

支出削減の取り組みとして、下水道使用料の対象とならない地下水や雨天時の浸入水（不

明水）を防ぐことを目的として、雨天時浸入水対策を引き続き実施しつつ、有収率の向上に

向けて、不明水分における汚水処理に要する県への流域下水道維持管理負担金の削減に努め

ていくこととします。 

⑵ 資産活用の状況 

① エネルギー利用（下水熱・下水汚泥・発電等） 

  本市では、処理場を有していないことから、エネルギー利用を活用した取組はありません。 

② 土地・施設等利用（未利用土地・施設の活用等） 

  新座市公共下水道事業行政財産の使用料に関する規則等の規定に基づき、下水道用地の使

用許可を行い、行政財産使用料を収入としています。 
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第３章 現状分析 

 

3-1. 公共下水道事業の整備状況 

 

新座市の下水道事業は、荒川右岸流域関連公共下水道として昭和５０年２月に公共下水道事業

認可を受け事業に着手して以来、今日まで生活環境の向上、河川等の公共用水域の水質保全など

に役立てるべく、その整備に努め、汚水整備については、事業計画面積 1,601.2 ヘクタールのう

ち、土地区画整理区域を残しほぼ完了し、普及率は、令和６年度末で 97.4％に至っています。 

終末処理場と各市町を結ぶ幹線である流域下水道は、埼玉県で建設しており、建設費は各市町

も負担します。流域下水道と各家庭等を結ぶ管が流域関連公共下水道であり、これは各市町で整

備します。 

雨水整備については、事業計画面積 1,434.9 ヘクタールのうち、整備面積 852.4 ヘクタールと

なっており、整備率は、令和６年度末で 59.4％に至っています。 

 

3-2. 経営比較分析表による分析 

 

経営比較分析表とは、各公営企業において、公営企業の経営及び施設の状況を表す経営指標を

記載したもので、毎年度、総務省が取りまとめて公表しています。 

公営企業の経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、当該団体の経年比較や他公営企業

との比較、複数の指標を組み合わせた分析を行うことにより、経営の現状及び課題等を的確かつ

簡明に把握することが可能となります。 

 

⑴ 類似団体区分について 

令和６年度「経営比較分析表（総務省）」（※参考資料２）を基に現状分析を行います。当

資料では、事業別に「処理区域内人口」「処理区域内人口密度区分」「供用開始後年数」によ

り類似団体区分（類型区分）が設定されており、区分ごとの類似団体比較が可能となります。

類型区分ごとの平均値と本市の指標を比較・検討することにより、問題点や特殊性を明らか

にして健全経営を行っていく上での参考とします。 
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表 3-1 公共下水道の類似団体区分 

    

新座市公共下水道事業の類型区分は「Ａａ」となり、この区分で類似団体比較を行います。 

 

表 3-2 特定環境保全公共下水道の類似団体区分 

               

新座市特定環境保全公共下水道事業の類型区分は「Ｄ１」となり、この区分で類似団体比較

を行います。  
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⑵ 経営の健全性・効率性 

① 経常収支比率（％） 
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② 累積欠損金比率（％） 
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③ 流動比率（％） 
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④ 企業債残高対事業規模比率（％） 
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⑤ 経費回収率（％） 
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⑥ 汚水処理原価（円） 
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⑦ 水洗化率（％） 
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⑶ 老朽化の状況 

① 有形固定資産減価償却率（％） 
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② 管渠老朽化率（％） 
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③ 管渠改善率（％） 
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⑷ 近隣自治体（荒川右岸流域区域）との比較 

経営比較分析表による分析に地域性を考慮するために、公共下水道事業（狭義）の近隣

自治体（荒川右岸流域区域）分析数値との比較を行います。 

 

表 3-3 近隣自治体（荒川右岸流域区域）との比較① 

  

表 3-3 近隣自治体（荒川右岸流域区域）との比較② 

  

（出典）総務省ホームページ（令和５年度データ） 

 ※ …令和７年中に下水道使用料の改定をしているため、改定前の使用料になっています。 

 ☛ …吉見町は地方公営企業法が非適用となっています。 

自治体名 類型区分 処理区域内人口 水洗化率 有収率

川越市 Ａｂ 314,227人 98.21％ 79.11％

所沢市 Ａｂ 326,083人 98.71％ 96.53％

狭山市 Ａｃ１ 144,069人 98.92％ 88.67％

入間市 Ａｂ 127,830人 97.98％ 96.34％

朝霞市 Ａａ 142,461人 99.14％ 85.54％

志木市 Ｂａ 75,845人 99.17％ 78.49％

和光市 Ｂａ 82,092人 99.19％ 98.81％

新座市 Ａａ 159,384人 98.66％ 100.00％

富士見市 Ａａ 107,816人 99.46％ 89.56％

ふじみ野市 Ａａ 107,917人 97.27％ 87.77％

三芳町 Ｂｂ１ 30,539人 99.51％ 83.01％

川島町 Ｃｃ１ 9,724人 98.15％ 89.42％

吉見町 Ｃｃ２ 2,509人 97.53％ 101.62％
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3-3. 財務諸表分析 

 

令和２年度から公共下水道事業は地方公営企業法を適用していることから、損益計算書や貸

借対照表を作成し、資産・負債・収益・費用が明確になり、経営状態を正確に把握ができるよう

になりました。 

 

⑴ 損益計算書の分析 

 ① 損益計算書の概要 

令和６年度は、下水道使用料収入等の営業収益で維持管理費等の営業費用を賄えてお

らず７億９，１１７万６，８７０円の営業損失となりますが、他会計負担金等の営業外

収益と企業債利息等の営業外費用を加えると２億８，４９１万８，７２６円の経常利益

へと転じ、特別損益を加えて２億８，４２８万８，３０１円の純利益となっています。 

 

表 3-4 損益計算書の推移 

 

（出典）決算書  
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② 収益の内訳 

令和６年度の収益の主な内訳は、下水道使用料 41.86％、長期前受金戻入 35.84％、他

会計負担金 22.26％となります。 

 

図 3-1 収益の内訳 

 

③ 費用の内訳 

令和６年度の費用の主な内訳は、減価償却費 68.34％、流域下水道維持管理負担金

14.86％、管渠費 6.41％、業務費・総係費 5.29％となります。 

 

図 3-2 費用の内訳 
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⑵ 貸借対照表の分析 

貸借対照表の概要 

令和６年度は、資産合計が５１６億９，６１３万１，１９０円、負債合計が４１７億

７，４３２万６，７９２円、資本合計が９９億２，１８０万４，３９８円となっていま

す。 

 

表 3-5 貸借対照表の推移 

 

      （出典）決算書 
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⑶ 資本的収入・支出、繰入金等の分析 

① 資本的収入 

令和６年度の資本的収入の主な内訳は、企業債 90.98％、出資金 4.32％、負担金

2.52％となります。 

 

図 3-3 資本的収入の内訳 

 

表 3-6 資本的収入の推移 

 

（出典）決算書 

 

 

② 資本的支出 

令和６年度の資本的支出の主な内訳は、建設改良費 54.09%、企業債償還金 45.91%とな

ります。 
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図 3-4 資本的支出の内訳 

 

表 3-7 資本的支出の推移 

 

（出典）決算書 

 

③ 一般会計繰入金 

一般会計繰入金については、一般会計で負担すべき経費とされている繰出基準が総務

省から通知がされ、本市の公共下水道事業においても、この繰出基準に基づき、一般会

計からの繰出し（基準内繰出金）を受けています。主に赤字分の繰出しとされる繰出基

準外の繰出し（基準外繰出金）については、独立採算性からみても、公営企業のあるべ

き姿ではないことから、本市では令和６年度から繰出基準外の繰出しについて、受けて

おりません。この基準内繰入金と基準外繰入金は、損益計算書の収益とします。 

また、一般会計から出資金として受け入れた場合は、貸借対照表の資本金とします。 

 

表 3-8 一般会計繰入金の推移 

 

（出典）決算書 
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3-4. 新座市の水洗化人口推移と将来予測 

 

⑴  新座市の水洗化人口予測 

新座市の給水人口の予測を参考に水洗化人口を予測しております。令和８年度の水洗化人

口は、159,091人ですが、令和１７年度の人口は 156,914 人まで減少（△1.37％）すること

が予想されます。 

表 3-9 水洗化人口予測 

 

⑵ 新座市の水洗化人口と有収水量の実績 

過去１５年間の実績では、水洗化人口の一番少ない平成２２年度が、有収水量の最も多い

年となっており、その後、水洗化人口は増加しましたが、有収水量については、節水型機器

等の普及により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた令和２年度及び令和３年度を除

いて、減少傾向を示しています。 

表 3-10 水洗化人口・有収水量の実績 

 



 

25 
 

⑶ 新座市の有収水量・使用料収入予測 

新座市においては、表 3-10 水洗化人口・有収水量の実績で示したとおり、水洗化人口の

増加が有収水量の増加要因とは認められないことから、有収水量の推移予測と使用料単価か

ら使用料収入を予測しております。 

令和８年度の有収水量は 15,646 千㎥、使用料収入は 1,766,429 千円と予想され、令和  

１７年度の有収水量は 15,183 千㎥、使用料収入は 1,738,418 千円まで減少することが予想

されます。 

 

表 3-11 有収水量・使用料収入予測 
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第４章 経営方針と目標設定 

 

4-1. 経営方針 

 

 ⑴ 基本理念 

下水道は私たちの日常生活に欠かせない重要なライフラインです。今後、人口減少、節水

意識の向上、節水型機器の普及等に伴う使用料収入の減少、下水道施設の老朽化に伴う改築・

更新需要の増大、大規模地震に備えた耐震化など、厳しい経営環境となることが見込まれる

中、経営課題に対し、効果的な事業運営を行うため、以下に基本理念を掲げます。 

 

 ⑵ 基本目標 

基本理念を達成するために、下水道事業としての基本的な目標を項目ごとに設定します。 

 

 

 ⑶ 取り組み 

基本理念と基本目標を達成するために、以下の事項について取り組みを実施します。 

 

① 経営の健全化 

下水道事業経営の計画性・透明性の向上を図るため、本経営戦略を通じ、経営比較分析

や投資計画、財政状況のモニタリングを毎年度行い、下水道事業の安定的・継続的な健全

経営に努めます。 

 

② 老朽化・耐震化対策の推進 

今後、法定耐用年数を経過する管渠が増加し、改築・更新需要が増加することが見込ま
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れます。 

老朽化対策に関しては、「新座市公共下水道ストックマネジメント計画」に基づき、カ

メラ調査等の実施により、管渠の劣化状況を把握し、優先度を検討した上で、投資額の平

準化を図りながら、計画的に管渠の改築・更新を進めます。 

また、耐震化対策に関しては、「新座市汚水施設地震対策方針」及び「新座市上下水道

耐震化計画」に基づき、近い将来発生すると想定される地震に対し、被害を最小限に抑え、

地震発生後も下水道機能を確保できるように、計画的に管渠の耐震化を進めます。 

 

③ 総合的な雨水対策 

近年の降雨の局地化・激甚化や都市化の進展に伴い、既存雨水管の能力では対応できな

い状況があることから、「新座市雨水管理総合計画」に基づき、優先順位を付けて雨水管

整備や更なる溢水対策を進めます。 

 

④ 下水道管渠の計画的・効率的な維持管理 

「新座市公共下水道ストックマネジメント計画」に基づき、予防保全型の手法を取り入

れ、ライフサイクルコストの低減化を図りながら、計画的・効率的な維持管理に努めます。 

また、民間委託・ＰＰＰ等の取り組みについて、導入の可能性の調査・研究を進めます。 

 

 

 

 

 

 

                       ⓒ新座市 2010 
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4-2. 目標設定 

 

 ⑴ 投資目標 

本市の所有している汚水管路は約４２８km、雨水管路は約３１６㎞に達します。 

汚水管路は、昭和５０年代に供用開始した汚水管路は法定耐用年数である５０年を順次経

過していき、また、雨水管路は、既に法定耐用年数を迎えている管路が増えてきていること

から、汚水管路雨水管路ともに、老朽化対策が喫緊の課題となりつつあります。 

また、近い将来発生すると想定される地震に対し、被害を最小限に抑え、地震発生後も下

水道機能を確保できるようにするため、計画的に管渠の耐震化を行うことも必要となります。 

令和７年度中に策定予定である「新座市公共下水道ストックマネジメント計画」、令和６

年度に策定した「新座市上下水道耐震化計画」、令和３年度に策定した「新座市雨水管理総

合計画」を基にした計画的な投資を行うことで、投資の平準化を図ります。 

 

 ⑵ 財政目標 

本市の経営戦略策定にあたり、以下のように財政数値目標を定めました。 

 

① 経費回収率１００％以上を確保します。 

（前計画に引き続き、適正な使用料水準の維持に努めます。） 

② 基準外繰入金ゼロを継続します。 

（前計画に引き続き、基準外繰入金に依存しない経営を目指します。） 

③ 持続可能な事業運営資金を確保します。 

（発災時に継続可能な事業運営のため、計画期間中に３０億円以上を確保します。） 

④ 企業債残高２００億円未満を維持します。 

（将来世代への負担を先送りしないために、新規借入と償還のバランスを注視します。） 
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第５章 投資・財政計画（収支計画） 

 

5-1. 投資試算 

 

 ⑴ 公共下水道事業整備計画（※参考資料１） 

「新座市公共下水道ストックマネジメント計画」、「新座市上下水道耐震化計画」及び「新

座市雨水管理総合計画」等に基づき、整備計画を立てています。また、令和７年度に実施し

た「大規模下水道管路特別重点調査事業」の調査結果に基づいた対策（令和８年度から令和

１２年度まで）についても試算しています。 

 

 ⑵ 事業費（建設改良費）の見通し 

計画期間内の事業費は物価上昇分を考慮し、毎年度雨水事業で８億円から２５億円（平均

１３．２億円）、汚水事業で７億円から９億円（平均８．２億円）で推移しています。 

 

表 5-1 事業費の見通し 
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5-2. 財源試算 

 

⑴ シミュレーションの方法 

① 新規発行企業債 

企業債充当率は、企業債残高の推移を鑑みて発行額を想定 

借入条件：有形固定資産 償還期間３０年（うち５年据置）利率 3.0％ 

      ：無形固定資産 償還期間１５年（うち３年据置）利率 2.0％ 

 

② 一般会計繰入金 

基準内繰入金…繰出基準に基づく試算 

基準外繰入金…令和６年度以降ゼロ 

 

③ 補助金 

雨水の新規整備事業費に対して、25％を想定（補助率２分の１、内示率 50％（実績）） 

 

 

 ⑵ 企業債の見通し 

概ね一定額である元金償還金に対し、令和８年度から大規模下水道管路特別重点調査に

基づく対策を実施することにより、新規借入額が大幅に増加し、企業債の年度末残高は増

加傾向となっていますが、計画期間を通して企業債残高の目標を達成できる見通しです。 

 

表 5-2 企業債の見通し 
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 ⑶ 一般会計繰入金の見通し 

令和６年度から基準外繰入金をゼロとしています。計画期間内も引き続き、ゼロとして

いますが、雨水事業の投資額の増加に伴い、減価償却費等の費用も増加することから、基

準内収益的繰入金（雨水）については、ゆるやかな増加が見込まれます。 

 

表 5-3 一般会計繰入金の見通し 

 
 

 ⑷ 資金残高（年度末繰越補塡財源）の見通し 

計画期間前半は、投資支出（建設改良費）を業務キャッシュフローと財務キャッシュフ

ローで賄えているため、資金残高（年度末繰越補塡財源）は年々増加しています。計画期

間後半は、資金増加は見込めないものの３０億円を超える資金が確保できる見通しとなっ

ています。 

 

表5-4 資金残高（年度末繰越補塡財源）の見通し 
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5-3. 収支試算 

 

⑴ シミュレーションの方法 

① 下水道使用料 

見込有収水量×見込使用料単価 

 

② 人件費 

直近３か年平均 

 

③ 修繕費・材料費 

令和８年度見込額に物価上昇分を考慮した試算 

 

④ 荒川右岸流域下水道維持管理負担金 

見込単価に見込汚水処理水量を乗じた試算（見込単価：R8～43円・R12～45円） 

 

⑤ その他経費 

過年度平均額にて試算 

 

 ⑵ 収益的収支の見通し 

収益的収入は、計画期間を通じて大きな増減はありませんが、収益的支出は、管渠の維持

管理費、企業債利息などが増加しています。これらに伴い、当年度純利益も減少する見通し

となっています。 

 

表 5-5 収益的収支の見通し 
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 ⑶ 経費回収率の見通し 

節水型機器の普及による使用水量の減少により、使用料収入が減少傾向となっていま

す。汚水処理費は増加すると予測されますが、計画期間内に経費回収率が 100％を下回る

ことがない見通しとなっています。 

表 5-6 経費回収率の見通し 

 

 

 ⑷ 資本的収支の見通し 

資本的収入に対して、資本的支出が上回りますが、資金の不足額は減価償却費等の非現金

支出や利益などの補塡財源で補塡することとなります。計画期間後半に不足額が増加する見

通しとなっています。 

表 5-7 資本的収支の見通し 
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5-4. 投資・財政計画 

 ⑴ 収益的収支 
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76
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9
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I 
)

(A
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(B
)

(L
)

(M
)
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8,
43

9
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43
1,

73
6

2,
78
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9
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71
7,
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6
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68
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6
2,
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6,
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3

2,
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2
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収 益 的 収 支

受
託

工
事

収
益

収 益 的 支 出

雨
水

利
息

そ
の

他
支

出
計

経
常

損
益

汚
水

利
息

一
時

借
入

金
利

息

そ
の

他
営

業
外

収
益

料
金

収
入

令
和

８
年

度
令

和
１

６
年

度
令

和
１

７
年

度

営
業

収
益

令
和

１
２

年
度

令
和

１
３

年
度

令
和

９
年

度
令

和
１

０
年

度
令

和
１

１
年

度
令

和
１

４
年

度
令

和
１

５
年

度

経
費

動
力

費

補
助

金
他

会
計

補
助

金
そ

の
他

補
助

金

そ
の

他
収

入
計

長
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前
受

金
戻

入

営
業

費
用

職
員
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与

費
基
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給

退
職
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付

費
そ

の
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収 益 的 収 入

他
会

計
負

担
金
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繕

費
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費

そ
の

他
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費
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業

外
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利
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損
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比
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）
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)
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度
純

利
益
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又
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損
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(E

)+
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)

繰
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利
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剰
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又
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積
欠

損
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産

う
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未
収
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負

債
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ち
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設
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良
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分
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ち
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時
借

入
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う
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未
払

金

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

健
全

化
法

施
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規
則

第
６

条
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規
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す
る

解
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可
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資
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不
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額
健

全
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法
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行
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第
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条
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よ
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P）
×

10
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収
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の
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健
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化
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施
行

令
第

16
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額
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 ⑵ 資本的収支 
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６
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７
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．
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計
負

担
金

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

資 本 的 収 入

計

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

計

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

令
和

１
６

年
度

資 本 的 収 支 補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  

  
 　

　
  

  
(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

令
和

１
７

年
度

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

令
和

１
０

年
度

令
和

１
１

年
度

令
和

１
２

年
度

令
和

１
３

年
度

令
和

１
４

年
度

令
和

１
５

年
度

令
和

９
年

度
令

和
８

年
度
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5-5. 原価計算表 

 

供用開始年月日 昭 和 57 年 8 月 20 日

処理区域内人口 １６２，０６８人

計算期間
自 令 和 8 年 4 月
至 令 和 12 年 3 月

（４年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

1,419,694 1,764,819 1,764,819

0 0 0

0 0 0

1,419,694 1,764,819 0 1,764,819

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

67,394 77,188 35,774 41,414

72,968 70,435 28,411 42,024

23,788 35,402 11,888 23,514

0 0 0 0

125,334 159,928 25,764 134,164

461,845 611,938 12,703 599,235

87,971 104,287 85,191 19,096

839,300 1,059,178 199,731 859,447

133,803 213,887 145,562 68,325

908,080 1,011,301 318,093 693,208

10,623 8,526 2,799 5,727

1,052,506 1,233,714 466,454 767,260

1,891,806 2,292,892 666,185 1,626,707

0

1,626,707

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 1.08

＜使用料水準についての説明＞

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）

使 用 料 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

※　支出の部における資本費の減価償却費から長期前受金戻入の国庫補助金分を控除しているため、投資・財政計画の数値と合致しない項目
がある。

１．　算定期間中は、使用料で公費負担分を除く汚水処理原価を賄えているため、概ね適正な水準と判断される。ただし、モニタリングにおいて計
画との大きなかい離が認められた場合は、ロードマップに示す計画見直しを待たずに、使用料の見直し等を含め、検討していく。

２．　資産維持費については、国の指針において導入することが望ましいとされているが、下水道事業における使用料対象経費への資産維持費
の位置付けや基本的な考え方、基準が整理されておらず、導入している下水道事業は僅かであることから、今後、国の動向や導入実績のある
他団体の考え方を調査・研究し、導入について検討していく。

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは、当分の間、その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる場合に、使
用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係るもの）を、適正かつ
効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「下水道使用料算定の基本的
考え方（2016年度版）」（公益社団法人日本下水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境等の実情に応じ、料金算定に適切に反
映すべき費用を記載すること。

小 計

維
持
管
理
費

職 員 給 与 費

修 繕 費

材 料 費

路 面 復 旧 費

委 託 料

流域下水道管理運営費負担金

そ の 他

小 計

資
本
費

支 払 利 息

減 価 償 却 費

資 産 減 耗 費

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

支　　出　　の　　部

項 目
金　　　　　　　　額

使 用 料 (X)

原価計算表

収　入　の　部

項 目
金　　　　　　　　額
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第６章 計画改定後の検証・更新等に関する事項 

 

6-1. 経営戦略改定後の検証 

 

本経営戦略の進捗管理は、投資計画の進捗確認と財政状況の確認、目標や計画の達成状況の

モニタリングを毎年度実施します。投資・財政計画について、実績のかい離や原因に対する分

析を定期的・定量的に検証・評価し、実施手法の改善や計画の見直しを行い、実行するという

PDCA サイクルの一連の流れにより行っていくものとします。 

 

 

6-2. 経営戦略改定の更新 

 

計画のローリング（定期的な検証）については、少なくとも５年おきに経営実態やその時点

における経営環境に照らし合わせて、投資・財政計画を改定します。さらに、目標や施策、計

画数値、実施体制等についても必要に応じて改定していきます。 

また、モニタリングにおいて計画との大きなかい離が認められた場合は、ロードマップに示

す計画見直しを待たずに、計画の全体的な見直しや再検討を実施します。 
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6-3. 経費回収率向上に向けたロードマップ 

 

「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進についての留意事項」（国土交通

省事務連絡令和２年７月２２日）に基づき、経費回収率の向上に向けたロードマップを以下

に示します。 

 

本市の下水道事業は既に経費回収率 100％を超えており、計画期間中においても 100％以上

を達成可能な見通しです。 

しかし、今後は管渠の老朽化に伴う改築・更新需要の増大、大規模地震に備えた耐震化、

人口減少、節水意識の向上、節水型機器の普及等による有収水量・使用料収入の減少など、

下水道事業を取り巻く環境が大きく変化していくことが想定されることから、経営戦略の改

定に合わせて収支構造の見直しや、下水道使用料改定の必要性を検証します。 

また、支出削減の取り組みとして、下水道使用料の徴収事務等を水道事業に引き続き委託

し、経営の健全化・効率化に努めるとともに、雨天時浸入水対策により、有収率の向上を図

り、不明水分における汚水処理に要する県への流域下水道維持管理負担金の削減に努めてい

くこととします。 
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（参考資料 1） 新座市公共下水道事業整備計画 

 

【整備計画（汚水）】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汚① 新座駅北口土地区画整理事業 7.4億円
内 径
施工延長

　　200mm
　　L=4114m

汚②
都市計画道路関連事業
（放射７号線新堀工区） 2.4億円

内 径
施工延長

　　200mm
　　L=1030m

汚③
都市計画道路関連事業
（放射７号線栗原工区）

4.0億円
内 径
施工延長

　　200mm
　　L=1980m

汚④
都市計画道路関連事業
（保谷朝霞線道場工区）

2.2億円
内 径
施工延長

　　200mm
　　L=1600m

汚⑤
都市計画道路関連事業
（保谷朝霞線野寺工区）

4.3億円
内 径
施工延長

　　200mm
　　L=2080m

汚⑥ 三芳町本多幹線 11.9億円
内 径
施工延長

　　900～1200mm
　　L=2535m

汚⑦ 大正大和田幹線 3.6億円
内 径
施工延長

　　600mm
　　L=1000m

汚⑧ 下片山栗原幹線 10.0億円
内 径
施工延長

　　1100～1200mm
　　L=1944m

汚⑨ 枝線 6.0億円
内 径
施工延長

　　250mm
　　L=4000m

汚⑩
新座市公共下水道ストック
マネジメント計画(調査)

4.0億円

汚⑪ 耐震化事業 3.3億円

汚⑫ 新座市上下水道耐震化計画 －

汚⑬ 雨天時浸入水対策計画 －

59.1億円

区分 R13 R14 R15 R16 R17No

管路調査をもとに管路の劣化等から維持管理
及び改築更新を実施する計画を策定する

新座市汚水施設地震対策方針及び新座市上下
水道耐震化計画に合わせて実施するもの

　　　　      施工年度

　工事名

R8

改築
耐震

計画

事業費R9 R10 R11 R12

新規

汚⑥汚⑦汚⑧汚⑪の進捗により推移するもの

汚⑥汚⑦汚⑧汚⑩の進捗により推移するもの

総事業費

工　事　概　要

※県の事業進捗に合わせて大幅な工程変更の可能性あり

※県の事業進捗に合わせて大幅な工程変更の可能性あり

※県の事業進捗に合わせて大幅な工程変更の可能性あり

凡例

　工事

　設計・計画
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【整備計画位置図（汚水）】 

 

 

汚①
新座駅北口土地区画整理事業
内径 200㎜
施工延長 4114m

汚②
都市計画道路関連事業
(放射７号線新堀工区)
内径 200㎜
施工延長 1030m

汚③
都市計画道路関連事業
(放射７号線栗原工区)

内径 200㎜
施工延長 1980m

汚⑥
三芳町本多幹線
内径 900㎜～1200㎜
施工延長 2535m
※黄着色部

汚⑦
大正大和田幹線
内径 600㎜
施工延長 1000m
※黄着色部

汚⑧
下片山栗原幹線
内径 1100㎜～1200㎜
施工延長 1944m

汚⑨
枝線
内径 250㎜
施工延長 4000m
（新座市内）

汚⑩
新座市公共下水道
ストックマネジメント
計画（調査）
（新座市内）

汚⑪
耐震化事業

（新座市内）

汚④ 汚⑤
都市計画道路関連事業(保谷朝霞線)
内径 200㎜
施工延長 1600m（道場工区）
施工延長 2080m（野寺工区）
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【整備計画（雨水）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨①
野火止中央枝線工事
（志木排水区）

3.6億円
内 径
施工延長

　　1200mm
　　L=306m

雨②
石神四丁目地内雨水枝線工事
（黒目川左岸第九排水区） 2.8億円

内 径
施工延長

　　1350mm
　　L=280m

雨③
中沢第一雨水枝線工事
（黒目川右岸第七ノ一排水区）

7.7億円
内 径
施工延長

　　1350mm
　　L=870m

雨④ 野火止中央幹線工事 1.0億円
内 径
施工延長

　　250～1000mm
　　L=815m

雨⑤ 中沢第一幹線工事 4.1億円
内 径
施工延長

　　1000～1200mm
　　L=430m

雨⑥ 平林寺第三枝線工事 3.8億円
内 径
施工延長

　　600～1500mm
　　L=463m

雨⑦ 野火止中央第二枝線工事 5.1憶円
内 径
施工延長

　　800～1350mm
　　L=794m

雨⑧ 野火止八丁目地内雨水枝線工事 1.0億円
内 径
施工延長

　　1000～1650mm
　　L=353m

雨⑨ 新座駅北口土地区画整理地内 1.7億円
内 径
施工延長

　　700～1000mm
　　L=482.6m

雨⑩
都市計画道路関連事業
（保谷朝霞線） 10.5億円

内 径
施工延長

　　450～2000mm
　　L=1879.9m

雨⑪
新座市公共下水道ストック
マネジメント計画（調査）

2.4億円

雨⑫ 特別重点調査に伴う改築工事 48.0億円

雨⑬ 管路改築工事 10.9億円

雨⑭ 耐震化事業 －

102.6億円

主要幹線及び点検・調査に基づき、緊急度の
高い管渠から改築更新工事を行うもの

改築
耐震

特別重点調査対象延長約12.8㎞の一部

総事業費

枝線
整備

No

　　　　      施工年度

　工事名

雨水管理
総合計画

R13区分

幹線
整備

R8 R9 R10 R11 R12

汚水の既計画に雨水についても加えていく

R14 R15 R16 R17 事業費 工　事　概　要

管路調査をもとに管路の劣化等から維持管理
及び改築更新を実施する計画を策定する

※県の事業進捗に合わせて大幅な工程変更の可能性あり

凡例

　工事

　設計・計画
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【整備計画位置図（雨水）】 

 

 

雨⑥
平林寺第三枝線工事
内径 600mm～1500mm
施工延長 463m

雨⑨
新座駅北口土地区画整理地内
内径 700mm～1000mm
施工延長 482.6m

雨⑧
野火止八丁目地内雨水枝線工事
内径 1000mm～1650mm
施工延長 353m

雨⑦
野火止中央第二枝線工事
内径 800mm～1350mm
施工延長 794m

雨⑤
中沢第一幹線工事
内径 1000mm～1200mm
施工延長 430m

雨⑩
都市計画道路関連事業（保谷朝霞線）
内径 450mm～2000mm
施工延長 1879.9m

雨①
野火止中央枝線工事
内径 1200mm
施工延長 306m

雨②
石神四丁目地内雨水枝線工事
内径 1350mm
施工延長 280m

雨③
中沢第一雨水枝線工事
内径 1350mm
施工延長 870m

雨④
野火止中央幹線工事
内径 250～1000mm
施工延長 815m

雨⑪
新座市公共下水道ストック
マネジメント計画（調査）

（新座市内）

雨⑫
特別重点調査に伴う改築工事

（新座市内）

雨⑬
管路改築工事

（新座市内）

雨⑭
耐震化事業

（新座市内）
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（参考資料 2） 経営比較分析表（令和６年度） 

≪公共下水道事業≫ 

 

経
営

比
較

分
析

表
（

令
和

6年
度

決
算

）
埼

玉
県

　
新

座
市

業
務

名
業

種
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事
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団

体
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分
管

理
者

の
情

報
人

口
（

人
）

面
積

(
k
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2
)
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)
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ラ

フ
凡

例

22
.7

8
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30
5.

18
■

当
該

団
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値
（
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該
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法
適
用

下
水
道
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公
共
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道

Aa
非
設
置

普
及

率
(
％

)
有

収
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(
％

)
1
か
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2
0
ｍ

3
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り

家
庭

料
金
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円

)
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6,
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処
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)

－

2
.
 
老

朽
化

の
状

況
に

つ
い

て

類
似

団
体

平
均

値
（

平
均

値
）
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析

欄

1
.
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営
の

健
全

性
・

効
率

性
1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

①
経
常
収
支
比
率

　
適
正
値
で
あ
る
１
０
０
％
を
上
回
っ
て
お
り
、
単
年
度
収
支
は
黒
字
の
状
況
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
や
物
価
の
高
騰
等
に
伴
い
、
負
担
の
増
加
が
見

込
ま
れ
る
た
め
、
令
和
７
年
度
に
下
水
道
使
用
料
を
改
定
し
、
使
用
料
収
入
の
確
保

を
見
込
む
。

②
累
積
欠
損
金
比
率

　
累
積
欠
損
金
比
率
に
つ
い
て
は
、
累
積
欠
損
金
を
生
じ
て
お
ら
ず
、
今
後
も
同
様
の

傾
向
を
見
込
む
。

③
流
動
比
率

　
前
年
度
と
比
べ
改
善
し
、
適
正
値
で
あ
る
１
０
０
％
以
上
を
上
回
っ
て
い
る
。
今
後
も

支
払
能
力
を
高
め
て
い
く
た
め
、
現
金
預
金
の
増
や
企
業
債
償
還
の
原
資
を
使
用
料

収
入
で
賄
う
よ
う
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

④
企
業
債
残
高
対
事
業
規
模
比
率

　
前
年
度
に
比
べ
減
少
し
て
お
り
、
類
似
団
体
平
均
値
を
下
回
っ
て
い
る
。
土
地
区
画

整
理
事
業
に
伴
う
新
規
借
入
額
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
、
過
去
に
行
っ
た
工
事
費
等

の
借
入
に
対
す
る
償
還
が
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
数
年
は
減
少
傾
向
を
見
込
ん
で

い
る
が
、
今
後
は
、
改
築
更
新
の
時
期
を
迎
え
る
た
め
、
企
業
債
残
高
が
膨
れ
上
が

ら
な
い
よ
う
に
計
画
的
な
投
資
を
し
て
い
く
。

⑤
経
費
回
収
率

　
類
似
団
体
平
均
値
を
下
回
っ
て
い
る
が
、
資
本
費
の
減
少
傾
向
に
よ
り
１
０
０
％
を

上
回
っ
て
い
る
。
今
後
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
や
物
価
の
高
騰
等
に
伴
い
、
負
担
の

増
加
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
令
和
７
年
度
に
下
水
道
使
用
料
を
改
定
し
、
使
用
料
収

入
の
確
保
を
見
込
む
。

⑥
汚
水
処
理
原
価

　
資
本
費
の
減
少
傾
向
に
よ
り
、
現
状
の
原
価
は
低
く
な
っ
て
い
る
。
今
後
は
、
維
持

管
理
費
に
つ
い
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
や
物
価
の
高
騰
等
に
伴
い
、
負
担
の
増
加
が

見
込
ま
れ
る
た
め
、
適
正
な
維
持
管
理
に
よ
る
汚
水
処
理
費
の
抑
制
や
有
収
水
量
の

確
保
に
努
め
て
い
く
。

⑧
水
洗
化
率

　
全
国
平
均
及
び
類
似
団
体
平
均
値
よ
り
も
高
い
状
態
で
あ
る
が
、
引
き
続
き
、
水
洗

化
指
導
を
実
施
し
、
使
用
料
収
入
の
確
保
を
目
指
す
。

資
金

不
足

比
率

(
％

)

-
77

.0
5

96
.0

1
99

.5
0

1,
63

9

自
己

資
本

構
成

比
率

(
％

)

15
9,

76
0

14
.6

9
10

,8
75

.4
3

【
】

令
和

6
年

度
全

国
平

均

①
有
形
固
定
資
産
減
価
償
却
率

 
建
設
事
業
開
始
が
昭
和
５
０
年
で
あ
る
が
、
地
方
公
営
企
業
法
の
適
用

が
令
和
２
年
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
償
却
対
象
資
産
の
減
価
償
却
に
つ
い

て
全
国
平
均
及
び
類
似
団
体
平
均
よ
り
も
進
ん
で
い
な
い
。

②
管
渠
老
朽
化
率

　
法
定
耐
用
年
数
を
超
え
た
管
渠
が
発
生
し
、
全
国
平
均
及
び
類
似
団
体

平
均
を
上
回
っ
て
い
る
。
今
後
老
朽
化
が
進
ん
で
い
く
こ
と
か
ら
、
ス

ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
に
基
づ
き
、
管
渠
の
更
新
を
進
め
て
い
く
。

③
管
渠
改
善
率

　
全
国
平
均
及
び
類
似
団
体
平
均
を
下
回
っ
て
い
る
が
、
ス
ト
ッ
ク
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
計
画
に
基
づ
き
、
経
営
の
健
全
性
を
考
慮
し
た
上
、
更
新
す
べ

き
管
渠
の
把
握
や
更
新
工
事
額
、
財
源
等
の
確
保
な
ど
適
切
な
管
理
に
努

め
て
い
く
。

2
.
 
老

朽
化

の
状

況

全
体

総
括

　
本
市
公
共
下
水
道
は
、
昭
和
５
０
年
の
建
設
開
始
以
降
、
着
実
に
整
備

事
業
を
進
め
、
市
民
生
活
の
向
上
を
図
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
整

備
事
業
の
中
心
的
財
源
は
企
業
債
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
各

年
度
の
経
営
状
況
に
お
い
て
は
、
資
本
費
の
負
担
が
多
く
、
汚
水
処
理
原

価
や
経
費
回
収
率
の
悪
化
要
因
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
近

年
、
完
済
す
る
企
業
債
が
増
加
し
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
徐
々
に

経
営
状
況
の
改
善
に
寄
与
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
が
、
物
価
の
高
騰
等

に
伴
い
、
維
持
管
理
費
等
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
令
和
７
年

度
に
下
水
道
使
用
料
を
改
定
し
、
適
正
な
使
用
料
水
準
を
目
指
し
て
い

く
。

　
こ
の
ほ
か
、
ス
ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
に
基
づ
き
、
今
後
更
新
す

べ
き
管
渠
の
適
正
な
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
経
営
戦
略
に
基
づ
き
、

適
切
な
使
用
料
水
準
も
含
め
た
総
合
的
な
経
営
分
析
を
行
い
、
経
営
健
全

化
を
図
っ
て
い
く
。

※
　
「
経
常
収
支
比
率
」
、
「
累
積
欠
損
金
比
率
」
、
「
流
動
比
率
」
、
「
有
形
固
定
資
産
減
価
償
却
率
」
及
び
「
管
渠
老
朽
化
率
」
に
つ
い
て
は
、
法
非
適
用
企
業
で
は
算
出
で
き
な
い
た
め
、
法
適
用
企
業
の
み
の
類
似
団
体
平
均
値
及
び
全
国
平
均
を
算
出
し
て
い
ま
す
。
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経
営

比
較

分
析

表
（

令
和

6
年

度
決

算
）

埼
玉

県
　

新
座

市

業
務

名
業

種
名
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業
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類
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団

体
区

分
管

理
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の
情
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（
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積
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8
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当

該
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口
密

度
(
人
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－

2
.
 
老

朽
化

の
状

況
に

つ
い

て

類
似

団
体

平
均

値
（

平
均

値
）

2
,
3
0
8

0
.
3
4

6
,
7
8
8
.
2
4

【
】

令
和

6
年

度
全

国
平

均

分
析

欄

1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

①
経
常
収
支
比
率

　
適
正
値
で
あ
る
１
０
０
％
と
な
っ
た
。
経
常
費
用
の
主
な
費
用
は
減
価
償
却

費
で
あ
り
、
今
後
は
、
企
業
債
の
償
還
完
了
に
伴
う
支
払
利
息
が
皆
減
す
る

が
、
維
持
管
理
費
に
つ
い
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
や
物
価
の
高
騰
等
に
伴
い
、

負
担
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
令
和
７
年
度
に
下
水
道
使
用
料
を
改
定

し
、
使
用
料
収
入
の
確
保
を
見
込
む
。

②
累
積
欠
損
金
比
率

　
累
積
欠
損
金
比
率
に
つ
い
て
は
、
累
積
欠
損
金
を
生
じ
て
お
ら
ず
、
今
後
も

同
様
の
傾
向
を
見
込
む
。

③
流
動
比
率

　
適
正
値
で
あ
る
１
０
０
％
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。
今
後
も
支
払
能
力
を

高
め
る
た
め
、
現
金
預
金
の
増
や
企
業
債
償
還
の
原
資
を
使
用
料
収
入
で
賄
う

よ
う
に
し
て
い
く
。

④
企
業
債
残
高
対
事
業
規
模
比
率

　
全
国
平
均
及
び
類
似
団
体
平
均
値
よ
り
低
い
比
率
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
管
渠
の
整
備
が
完
了
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
新
規
の
借
入
が
な
く
、
企
業

債
残
高
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

⑤
経
費
回
収
率

　
適
正
値
で
あ
る
１
０
０
％
と
な
っ
た
。
今
後
は
、
維
持
管
理
費
に
つ
い
て
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
や
物
価
の
高
騰
等
に
伴
い
、
負
担
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
た

め
、
令
和
７
年
度
に
下
水
道
使
用
料
を
改
定
し
、
使
用
料
収
入
の
確
保
を
見
込

む
。

⑥
汚
水
処
理
原
価

　
資
本
費
の
減
少
傾
向
に
よ
り
、
現
状
の
原
価
は
低
く
な
っ
て
い
る
。
今
後

は
、
維
持
管
理
費
に
つ
い
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
や
物
価
の
高
騰
等
に
伴
い
、

負
担
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
適
正
な
維
持
管
理
に
よ
る
汚
水
処
理
費
の

抑
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（参考資料 3） 用語集 

 

あ 

維持管理費 

下水道施設の保守・点検、清掃等の下水道機能を保持するための行為で、事業の管理運営

に必要な経費のこと 

 

一般会計繰入金 

公共下水道事業の遂行に必要な財源として、市の一般会計から繰り入れられた資金 

 

汚水処理水量 

終末処理場（新河岸川水循環センター）に流入する水量 

 

汚水処理費 

 下水道事業に係る経費のうち、汚水の処理にかかる費用 

 

か 

改築・更新 

 老朽化した施設や設備の機能を回復させるため、その全部または一部を再建設、取り替え

を行うこと 

 

管渠 

 下水道における汚水や雨水を収集・排除する施設のこと 

 

企業債 

公営企業がその建設改良等に要する資金に充てるために発行する地方債 

 

基準外繰入金 

一般会計繰入金のうち、公営企業の財源不足を補塡するための基準内繰入金以外の繰入金 

 

基準内繰入金 

一般会計繰入金のうち、雨水処理に要する経費や流域下水道の建設に要する経費など総務

副大臣通知による繰出基準に基づき、下水道使用料ではなく市の一般会計が負担することと

されている経費 

 

キャッシュフロー計算書 

一事業年度の資金の流れに関する報告書、公営企業会計は発生主義によるため、収益・費

用を認識する時期と現金の収入・支出が発生する時期に差異が生じるが、キャッシュフロー

計算書により、現金の収入・支出に関する情報を得ることが可能 
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経営戦略 

公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続するための中長期的な経営の基本計画 

 

決算統計 

「地方自治法等の規定に基づく地方公共団体の報告に関する総理府令（昭和２８年）」に

基づいて、毎年度各自治体が作成する統計資料 

 

減価償却費 

時の経過とともにその価値を減少する固定資産について、耐用年数に応じた価値の減少分

を各事業年度の費用として配分していくもの 

 

現金主義 

会計概念の一つで、現金の収入や支出の事実が発生した時点で認識する会計原則⇔発生主

義 

 

建設改良費 

固定資産の取得または価値増加のために要する経費 

 

公営企業 

地方公共団体が住民の福祉の増進を目的として経営する企業。常に企業の経済性を発揮す

るとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければいけない

とされている。 

 

公営企業会計 

公営企業の経営基盤強化や財政マネジメントの向上などに資するために導入した発生主

義・複式簿記による企業会計に類似した会計制度 

 

国庫補助金 

国が地方公共団体に対して補助金、交付金、負担金、補給金などの名目で支給する支出金

のうち、使途が特定されたもの 

 

さ 

資本的収入及び支出（４条予算） 

主として将来の経営活動に備えて行う施設等の建設改良や企業債に関する収入と支出 

 

資本費 

減価償却費、施設整備の際に発行した企業債の支払利息及び企業債取扱諸費 

 

収益的収入及び支出（３条予算） 

営業活動によって得られる収入と収入を得るために費やす支出 
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受益者負担金 

公共下水道の整備により、受益を受ける土地の所有者等に建設費の一部を負担していただ

くもの 

 

処理区域内人口 

下水処理が開始されている処理区域に居住する人口 

 

水洗化人口 

下水道の処理区域内において、実際に下水道に接続し、使用している人口 

 

ストックマネジメント 

持続可能な下水道事業実施のため、下水道施設全体を把握し、長期的な視点で施設の点

検・調査・修繕・改築更新を実施、最適化することを目的とした手法 

 

損益計算書 

企業の経営成績を明らかにするために、事業年度中に発生したすべての収益とこれに対応

するすべての費用を記載し、純損益とその発生の由来を表示した報告書 

 

た 

貸借対照表 

企業の財政状態を明らかにするために、決算時において企業が保有するすべての資産、負

債、資本を総括的に表示した報告書 

 

耐用年数 

施設が使用に耐える年数、減価償却の計算を行うための会計制度上の年数 

 

地方公営企業法 

地方自治法、地方財政法、地方公務員法の特別法として、公営企業に係る組織、財務及び

職員の身分取扱いなどに関して定めたもの 

 

長期前受金（戻入） 

固定資産の取得に充てるために交付を受けた補助金等を繰延収益（長期前受金）として貸

借対照表の負債の部に計上し、取得した固定資産の減価償却費に見合う分を毎年度取り崩し

て収益に計上したものをいう。長期前受金戻入は、あくまでも帳簿上の処理で、実際の現金

処理はない。 

 

投資財政計画 

施設・設備に関する投資の見通しを試算し、その財源見通しを試算した計画 

 

独立採算制 

公営企業の事業活動に係る経費は税金ではなく、使用量に応じた使用料収入により、賄う
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ことを基本とした経営方針 

 

な 

内部留保資金 

減価償却費等の現金支出を伴わない支出や収益的収支における利益によって、企業内に留

保される資金 

 

は 

発生主義 

会計概念の一つで、現金の収入や支出に関係なく収益や費用の事実が発生した時点で認識

する会計原則⇔現金主義 

 

引当金 

将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性

が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合において、当期の負担に属す

る金額として計上したもの 

 

ＰＤＣＡサイクル 

計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）プロセスの繰り返しにより改善

を促進する経営管理の手法 

 

不明水 

老朽化した管渠などの隙間から流入する地下水や雨水 

 

分流式下水道 

汚水と雨水を別々の管渠で排除する方式 

 

補塡財源 

資本的収入が資本的支出に不足する場合、企業内部に留保している資金により不足分の財

源を補塡しなければならず、その内部留保資金のこと 

 

ま 

マンホールポンプ 

自然勾配の流下で排水させることが地形的に困難な下水を排除するため、マンホール内に

設置した水中ポンプにより揚水して排除する施設のこと 

 

や 

有収水量 

使用料収入の対象となる水量 
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ら 

ライフサイクルコスト 

下水道施設の企画・設計・建設・維持管理・補修・改築・更新・廃棄に至るまでに必要な

トータルコスト 

  

流域関連公共下水道 

下水を排除し、または処理する公共下水道のうち、都道府県が管理する流域下水道に接続

するもの。なお、終末処理場を有するものを単独公共下水道という。 

 

流域下水道 

複数の市町村の区域における下水を排除する下水道事業 

 

流動資産 

原則１年以内に現金化又は費用化させる資産 

 

流動負債 

原則１年以内に支払期限が到来する債務 
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